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Ⅰ 背景 
 
2023 年 7 月 10 日、欧州委員会は EU 域内市場を歪める外国補助金に関する EU 規則（EU）2022/2560（「FSR」）1に関する実

施規則（EU）2023/14412（「FSR 実施規則」）を採択した。FSR の概要は、弊所ヨーロッパニューズレター2023 年 5 月 17 日号で

ご案内したとおりであるが、本ニューズレターでは、今回採択された FSR 実施規則について、その概要を紹介する。 
 
FSR は当初の予定どおり 2023 年 7 月 12 日に施行された 3が、その僅か 2 日前の 2023 年 7 月 10 日、欧州委員会はパブリッ

ク・コンサルテーションを経た上で、FSR 実施規則を採択した。FSR 実施規則は、パブリック・コンサルテーションの過程において

求められてきた FSR の内容の明確化・具体化を図ることを目指して採択されたものである。 
 
FSR の導入により、既存の企業結合審査手続や外国直接投資（「FDI」）規制手続に加えて、2023 年 10 月 12 日 4からは一定の

要件を満たす合併・買収（M&A）などの企業結合、公共調達取引等に関して、EU 域外国が EU 内で経済活動を行う企業に提供

する資金につき欧州委員会に事前届出を提出し、その承認を得ることが必要となる。ただし、FSR によって課される企業結合およ

び公共調達取引等に関する届出義務の対象となる取引は、(i)2023 年 7 月 12 日以降に署名され、2023 年 10 月 12 日より前に

完了しなかった取引、または(ii)2023 年 10 月 12 日以降に署名された取引である。これに対して、(iii)2023 年 7 月 12 日以降に

署名され、2023 年 10 月 12 日より前に完了した取引、または(iv)2023 年 7 月 12 日より前に署名された取引には届出義務は適

用されない。 
 

適用対象となる M&A 取引等の閾値は既に FSR5で明記されていたが、FSR 実施規則には、(i)各届出申請の届出手続及び届出

内容、(ii)期日の計算ルール、ならびに(iii)欧州委員会による第 1 次審査および第 2 次審査に関する手続上のルールに関する詳

細が含まれている 6。 
 
Ⅱ FSR 実施規則における報告義務の明確化 
 
FSR 実施規則は、FSR 第 5 条第 1 項において、EU 域内市場を歪める可能性の高い外国補助金(FFC)(以下「distortive FFC」と

いう）と、EU 域内市場を歪めるおそれのない外国補助金(以下「non-distortive FFC」という)を区別している。 

 
1  https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2560/oj 
2  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1441/oj 
3  FSR 第 53 条第 3 項および第 4 項 
4  FSR 第 54 条第 4 項 
5  弊所ヨーロッパニューズレター2023 年 5 月 17 日号[EU 外国補助金規制：EU における M&A 取引のための新たな管理制度]参照 
6  FSR 実施規則第 1 条 

ヨーロッパニューズレター 2023 年 8 月 14 日号 
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(i)distortive FFC には、(a)業績不振の事業者に付与される FFC、(b)事業者の債務または負債に対して無制限で保証する FFC、

(c)OECD 公的輸出信用アレンジメント（OECD Arrangement on officially supported export credits）に沿わない輸出金融融資に

該当する FFC、(d)企業結合を直接促進する FFC および(e)不当に有利な入札を可能にする FFC が含まれる。 
 
FSR 実施規則は、distortive FFC について、署名前の 3 年間に届出者又は対象者に対して個別に付与された 100 万ユーロ以

上の FFC について詳細に報告しなければならないことを明確にしている。 
 

(ii)non-distortive FFC については、署名前の 3年間に個別に FFCの届出者(対象者や売主ではない)に付与された 100万ユー

ロ以上の FCC の概要を報告しなければならない。この場合、概要の報告のみで足り、詳細な報告は不要で、その具体的な報告

様式は、FSR 実施規則の Annex I 様式 FS-CO の表 1 において定められている。 
 
Non-distortive FFC については、報告を要するのは一定の FFC のみである(FSR 実施規則の Annex I 様式 FS-CO の表 1 を参

照)。具体的には、FFC は、署名前の 3 年間に付与された全補助金の推定総額が 4,500 万ユーロ以上である国について記載す

る必要がある 7。様式 FS-CO の表 1 はさらに、FFC を申請書に記載する必要がない場合を列挙しているところ、これは、一般的

に適用される税制上の優遇措置または免除を受ける場合である 8。また、FFC が通常の業務過程における市場条件での財・サー

ビス(ただし、金融サービスを除く)の提供・購入に該当する場合も申請書に記載する必要がない 9。もう 1 つの例外は、投資会社

が関与する取引の場合に関するものである。FFC が、同じ投資会社が運用する他の投資ファンドに付与される場合には、一定の

制限を条件として、FFC を申請書に記載する必要はないとされている 10が、この例外は、特にプライベート・エクイティ企業に恩恵

をもたらし、取引に関係のない他のファンドに付与された FFC を報告する必要はないこととなる。 
 
ただし、上記の例外は、FSR 第 20 条第 3 項（b）に基づき通知が必要となる 5,000 万ユーロの閾値の評価には適用されないこと

にご留意いただきたい。通知が必要となる閾値を計算する際には、すべての FFC(100 万ユーロ未満の FCC、市場条件で付与さ

れた FFC、同じ投資会社から別の投資資金に付与された FFC などを含む)を考慮に入れなければならない。 
 

Ⅲ 企業に求められる対策 
 
企業は、入手した補助金に関する情報を継続的に収集し、審査体制を直ちに構築すべきである。審査体制は、将来の取引を不必

要に遅滞させないために、関連する情報が容易に入手できるような方法で確立されるべきである。 
 
さらに、FSR 実施規則は、届出当事者に対し、欧州委員会との届出前の事前協議を実施し、該当する場合には免除申請を行うこ

とを明示的に奨励している 11。このような届出前の事前協議は、企業が正しい必要な情報を提供することにも役立つ上、場合に

よっては、FSR 実施規則に基づいて要求される一定の情報提供を欧州委員会から免除されることもありえる。 
 
FSR および FSR 実施規則に関するさらなる関連情報は、欧州委員会が公表している FSR に関する Q&A12を参照されたい。 

 
7  FSR 実施規則 Annex I 様式 FS-CO No.3 表 1 
8  FSR 実施規則 Annex I 様式 FS-CO No.6(a)(b)表 1 
9  FSR 実施規則 Annex I 様式 FS-CO No.6(c)表 1 
10  FSR 実施規則 Annex I 様式 FS-CO No.7 表 1 
11  FSR 実施規則 Annex I 様式 FS-CO Introduction No.5 “Pre-notification contacts and waiver requests” 

12  https://competition-policy.ec.europa.eu/foreign-subsidies-regulation/questions-and-answers_en 

https://competition-policy.ec.europa.eu/foreign-subsidies-regulation/questions-and-answers_en
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当事務所では、クライアントの皆様のビジネスニーズに即応すべく、弁護士等が各分野で時宜にかなったトピックを解説したニューズ

レターを執筆し、随時発行しております。N&A ニューズレター購読をご希望の方は N&A ニューズレター 配信申込・変更フォームより

お手続きをお願いいたします。 

また、バックナンバーはこちらに掲載しておりますので、あわせてご覧ください。 

 

本ニューズレターはリーガルアドバイスを目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法ま

たは現地法弁護士の適切なアドバイスを求めていただく必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であ

り、当事務所または当事務所のクライアントの見解ではありません。 
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